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認定手続きの流れ

• 自治体への申請前に事前確認により、事前確認適合証の発行を受けてください。

• システム利用料（10,000円）、事前確認審査料および県への手数料（4,000円）がかかります。

• 認定期間は５年間です（更新あり）

マンション管理センターHPより一部改変
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マンション管理計画認定制度

管理不全防止と資産価値維持に有効

認定を目指す過程で、管理規約や長期修繕計画
の整備、乖離体制の見直しが進みます。これに
より管理不全によるトラブルを防ぎ、マンショ
ンの資産価値を長期的に維持できます。

金融・評価面でメリット

現状確認

• 認定基準、申請方法確認、

認定取得について合意

事前確認

• マンション管理センター

を通じて事前確認。適合

証を取得

自治体申請

• 適合証を取得したら長野

県へ申請（システムによ

るワンストップ申請）

認定取得

• 長野県から認定取得

PR

• 公表・PRで資産価値UP

認定を取得したマンションは、住宅金融支援機
構の融資判断で優遇されます。また、不動産市
場での評価が高まり、売却や賃貸時に有利にな
ることが期待できます。

認定までの流れ まず何をする？



ご清聴いただきありがとうございました

長野県建築住宅課
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